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○
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
一
号

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
の
組
織
を
指
定
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
六
月
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
の
組
織
を
指
定
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
の
組
織
を
指
定
す
る
告
示
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学

省
告
示
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に

よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対

象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
の
文

部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
組
織
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

マ
レ
ー
シ
ア
に
主
た
る
事
務
所
が
所
在
す
る
団
体
で
あ
る

A
s
i
a
n
 
F
o
o
t
b
a
l
l
 
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 

三
～
六 

[

略]
 

七 

ス
イ
ス
連
邦
に
主
た
る
事
務
所
が
所
在
す
る
団
体
で
あ
る

F
é
d
é
r
a
t
i
o
n
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
B
a
s
k
e
t
b
a
l
l
 

  

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
の
文

部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
組
織
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

 

二
～
五 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


